
　　　　　　　○　就学指導委員会を設置していない理由
　　　　　　　　　・島嶼地域等、市町村規模が極めて小さい
　　　　　　　　　・市町村規模が小さく、近隣市に業務を委託している
　　　　　　　　　・市町村における整備が不十分　　　等　

　　　　　　　○　就学指導委員会以外の名称の例

　 ・特別支援教育推進委員会 　　　　　　　　　等

就学指導委員会等に関する状況調査（文部科学省調査）

１．市町村における就学指導委員会の設置・運営状況

 　・障害児就学指導委員会　　　　 ・就学相談委員会
 　・適正就学指導委員会　　　　　　・就学支援委員会

　　　　　・就学指導委員会・・・教育委員会が適切な就学指導を行うため、障害の種類、程度等に
　　　　　　　応じて教育学、医学、心理学等の観点から総合的な判断を行うための調査・審議機関

　　　　　・平成20年7月、全都道府県・全市町村（1,811市町村）を対象に実施

就学指導委員会の設置形態

239(13.5%)

1,529(86.5%) 単独設置

共同設置

（平成19年度）

就学指導委員会の設置状況

設置していない,
18(1.0%)

設置している,
1,793(99.0%)

その他の名称,
367(20.3%)

就学指導委員会
の名称,

1,426(78.7%)

(平成19年度）



　　　　　　　○　就学指導委員会を１回も開催していなかった理由
　　　　　　　　　・対象者がいなかった　　　　等

就学指導委員会の年間開催状況

32
(1.8%)

92
(5.1%)

255
(14.2%)

178
(9.9%)

365
(20.4%)

443
(24.7%)

428
(23.9%) 1回

2回

3回

4回

5～9回

10回以上

開催せず

（平成19年度）

就学予定者向け就学指導委員会の開催状況
172

(9.6%)

51
(2.8%)

728
(40.6%)

396
(22.1%)

227
(12.7%)

85
(4.7%)

134
(7.5%) 1回

2回

3回

4回

5～9回

10回以上

開催せず

（平成19年度）



　　　　　　　○　就学指導委員会以外の名称の例
　　　　　　　　　・障害児就学指導審議会
　　　　　　　　　・心身障害児就学指導委員会
　　　　　　　　　・特別支援教育推進会議　　　　　等

２．都道府県における就学指導体制

就学指導委員会の設置状況
（都道府県）

設置している,
47(100.0%)

その他の名称,
13(27.7%)

就学指導委員会
の名称,

34(72.3%)

（平成19年度）

就学指導への協力・援助の状況

協力・援助を
行っている,
47(100.0%)

就学指導委員会
は関与しない,

11(23.4%)

就学指導委員会
も関与している,

36(76.6%)

（平成19年度）




